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各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ニ ッ ピ  
代表者名 代表取締役社長 伊藤  裕子 

 (コード：7932 東証スタンダード) 
問合せ先 取 締 役 児 玉 憲 明 
 （Tel. 03-3888-6651） 

 

取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 

 

 当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能の

向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。 

実施結果の概要につきまして、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記 

 

１．評価の方法 

取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、アンケート形式

により全員から回答を得ました、その回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り

組みについて協議いたしました。 

・実施時期：2026年１月～2026年４月 アンケート作成・配布・回収・集計・分析 

      2026年５月 取締役会における議論、実効性評価の確定 

・評価者 ：取締役及び監査役（全10名） 

・評価項目：５部構成・全32問 

 

２．評価の項目 

実効性評価における質問の大項目は次のとおりです。質問ごとに４段階で評価する方式を採用し

ており、当該質問項目に関する評価の理由や改善点等の意見を記載するための自由記入欄を設けて

おります。 

（１）取締役会の構成に関する質問（全５問） 

・取締役会の構成員の人数の適切性、多様性の十分性 

・社外取締役の人数、兼職状況、就任期間 など 

 

（２）取締役会の運営に関する質問（全８問） 

・取締役会の開催日程、開催頻度の適切性 

・取締役会の議題資料の内容・分量の適切性、議案の事前検討時間・審議時間の十分性 

・取締役会の議事進行の適切性、会議における発言の状況・雰囲気 など 

 

（３）取締役会の議題に関する質問（全10問） 

・取締役会の議題・提案時期の適切性、審議内容の適切性 

・企業戦略、中期経営計画、後継者育成計画、役員の報酬・選解任等の議論の十分性 など 
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（４）取締役会を支える体制に関する質問（全６問） 

・社外取締役及び監査役への情報提供の十分性 

・取締役、監査役と業務監査室との連携確保の十分性 

・取締役、監査役に適合したトレーニングの機会の提供 など 

 

（５）株主との対話に関する質問（全３問） 

・株主との建設的な対話の促進、対話の質・量の適切性 など 

 

３．実効性向上に向けた2026年３月期の取り組み 

2025年３月期の取締役会の実効性評価の結果を踏まえ、取締役会及び取締役会事務局は、2026年

３月期は以下の点に取り組みました。 

・「取締役会の任期」に関して 

⇒経営環境の変化に迅速に対応できる体制構築を目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮

しました。 

・「社外取締役報酬額の改定」に関して 

 ⇒将来的な社外取締役の複数選任を見据え、社外取締役報酬額の改定を行いました。 

・「株主（投資家）との対話」に関して 

⇒情報開示の強化による透明性の向上の一環として、当社Webサイト上で、株主総会における質

疑応答および決算発表後並びに中期経営計画発表後に寄せられた質問等をとりまとめて開示

いたしました。 

 

４．分析・評価結果の概要（４点満点） 

全評価    3.5 

第１部「取締役会の構成」  3.3 

第２部「取締役会の運営」  3.8 

第３部「取締役会の議題」  3.4 

第４部「取締役会を支える体制」 3.7 

第５部「株主（投資家）との対話」 3.2 

 

上記の評価結果から、当社の取締役会はおおむね適切に機能し、取締役会の実効性は確保されて

いることを確認した一方、「取締役会の構成」、「取締役会の議題」並びに「株主（投資家）との対

話」に関する取り組みについて継続的な議論が必要であることを確認いたしました。 

 

５．今後の対応 

当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会の更なる実効性を高めるために必要な対応

策に取り組む予定です。 

具体的には次の内容を予定・検討しております。 

・社外取締役複数名選任を含む取締役会の多様性の検討 

・幅広い議題テーマの選定と審議時間の確保 

・情報開示の強化による透明性の向上に向けた取り組みの継続 

以 上 


